
福井県とアフラックとの包括的連携に関する協定書

福井県 (以下 「甲」という。)と アフラック (以下 「乙」という。)と は、甲

が目指す 「がん予防 ・治療日本一」を実現することを共有理念として、相互の

協力が可能な分野における連携を推進するために、次のとお り包括的連携に関

する協定 (以下 「本協定」という。)を 締結する。

(目 的)

第 1条  本協定は、甲と乙が相互に連携および協力を行い、甲が平成 22年 度

に治療開始を予定 している陽子線がん治療施設が幅広く活用されるための活

動ならびにがん検診の受診率向上に向けた取り組み等を通 じて、相互の利益

に資するとともに、共有理念の実現を図ることを目的とする。

(連携事項)

第 2条  甲および乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携 し

協力する。なお、以下に定める事項の実施の可否、実施時期、実施方法その

他具体的な実施内容については、甲乙協議 して別途定めるものとする。

(1)甲 は、乙に対 して、陽子線がん治療およびがん検診に関する情報を提供

する。

(2)乙 は、甲の陽子線がん治療施設が幅広く活用されるための取り組みの支

援およびがん検診の受診率向上を目指 した啓発活動を行 う。

(3)そ の他、甲のがん予防 ・治療水準の向上に向けて、各種連携 ・協力を図る。

(守秘義務)

第 3条  甲および乙は、連携事項の検討 ・実施により知 り得た他の当事者 (以

下 「開示者」という。)の 秘密情報を、開示者の書面による承諾なしに、第二

者に開示 ・漏洩 してはならない。

(協定の有効期間)

第 4条  本協定の有効期間は、平成 20年 ¬2月 9日 から平成 21年 3月 31

日までとし、期間の満了 1ケ 月前までに甲または乙のいずれかより終了の申

し出がない場合は、さらに ¬年間有効期間を延長するものとし、以後同様と

する。

(協定の見直 しおよび解除)

第 5条  甲または乙のいずれかが、本協定内容の変更または解除を申し出たと

きは、当事者間で協議の上、本協定の変更または解除を行 うものとする。

(疑義の決定)

第6条  本協定に定めのない事項または本協定に定める事項に関し疑義等が生

じた場合は、甲乙間で協議して定めるものとする。

本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙それぞれ署名の上、

各自その 1通を保有するものとする。
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